三浦市農業委員会の委員募集要項





令和８年７月に農業委員会の委員（以下「農業委員」という。）の任期が満了を迎えます。　それに伴い、推薦（農業者、農業団体等からの推薦による申込み）・自薦（本人による申
込み）により、以下のとおり農業委員の候補者を募集いたします。

　※以下、他薦における、推薦をする者を「推薦者」、推薦を受ける者及び自薦において自ら申込みする者を「応募者」という。
１　応募者の要件


　三浦市内に住所を有するもののうち、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進（担い手への農地利用の集積･集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進）に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者
ただし、次のいずれかに該当する者は応募できません。
（１）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
（２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
（３）三浦市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団員等である者
（４）農地法に関する法令違反等の実績が過去に遡ってある者
（５）応募時点において、市税の滞納がある者
２　農業委員の主な業務内容等


毎月開催される農業委員会の総会に出席し、農地の権利移動の許可等に関する審議及び決定をおこないます。また、審議に関連した現場調査等を行います。
	身分
	三浦市非常勤職員

	報酬額
	会長　　　　　：月額４６，５００円（交通費含む・別途法定控除有り）
会長職務代理者：月額３５，６００円（交通費含む・別途法定控除有り）
委員　　　　　：月額２７，３００円（交通費含む・別途法定控除有り）

	任期
	令和８年７月20日から令和１１年７月19日まで



３　募集人数



募集人数は22人です。
農業委員の構成については、次のとおりです。
（１）認定農業者（個人又は法人の役職員）が農業委員の過半数以上であること
（２）中立的な立場で公正な判断をすることができる者として、農業委員会の所掌に
属する事項に関し利害関係を有しない者が１人以上であること

　　　　　　　４　選出方法



　三浦市農業委員会委員候補者選定審議会において、書類審査による選考を行います。
（必要に応じて面接等を行う場合があります。）選考結果は、令和８年６月下旬までに
推薦者（代表者）及び応募者に文書にてお知らせします。
５　募集期間



　令和８年４月３日（金）～令和５年５月１日（金）【必着】

６　応募方法



　所定の「推薦申込書」（個人・団体用）又は「応募申込書」に必要事項を記入、同意の上、以下の方法でお申し込みください。申込書類は理由の如何を問わず返却しませんので、あらかじめご承知おきください。また、推薦、応募及び面接等に係る経費は、全て各自の負担となります。
	申込先
	申込方法
	申込場所及び宛先

	三浦市経済部農産課
	直接持参
(受付時間 平日８：30～17：15)
	〒238-0243三浦市三崎５-245-７
三浦市三崎水産物地方卸売市場３階

	
	郵送
	〒238-0298三浦市城山町１-１
三浦市経済部農産課　宛て



※募集案内及び申込みに必要な書類は、三浦市経済部農産課事務室で配付しています。(配布時間はいずれも 平日８：30～17：15)また、市ホームページ（農産課のページ）からもダウンロードできます。

７　申込関係書類の公表



　農業委員会等に関する法律施行規則第６条に基づき、選考に当たっての透明性及び公平性を確保するため、募集期間中及び募集期間終了後の２回、申込関係書類の内容（住所を除く）について、次のとおり、市ホームページに公表しますので、あらかじめご承知おきください。
１　推薦者（個人）は、氏名、職業、年齢及び性別
２　推薦者（法人）は、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格及びその他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
３　応募者は、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況、認定農業者であるか否かの別
４　推薦の理由又は応募の理由
≪お問合せ先≫
三浦市経済部農産課
〒238-0243三浦市三崎５-245-７三浦市三崎水産物地方卸売市場３階
　電話０４６（８８２）１１１１　　　
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